
通 知 文 
（様式１号） 

協議文書 
（様式２号） 

決定通知 
（様式３号） 

 
 
特例措置の適用を決定。 

労務単価の運用に係る特例措置の実施につ

いて通知。 
※ 通知日は原則契約日とする。 

受注者←工事業務 

受注者→工事業務 

受注者←工事業務 

設計書を変更（参考３参照） 

設計書決裁 

工事業務→工事担当へ連絡 

 
 
 

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についての事務手続きフロー 
 

 事務手続きは以下のとおりとし、各手続きに用いる文書は様式１～３による。 

 

    【受注者】            【発注者】 
 
 
 
 

 
特例措置の適用を希望する場

合は、通知から１４日以内に

特例措置の適用を受けること

について協議。（期日後は受け

付けない。） 
 

変 更 契 約 締 結 
（変更契約日は受注者との協議により決定） 

別紙 １ 


